
 

 

質 問 事 項 要 旨 （ 具 体 的 か つ 簡 潔 に ） 答弁を求める者 

 

質問順 ４  抽選番号 １０ 受付 ４ 

令和 ７年 ２月１２日 午前・午後 ６時４１分受領 

山ノ内町議会議長 湯本 晴彦  様 

 第１０番 山ノ内町議会議員 渡辺 正男 

３月定例会一般質問通告書 

 山ノ内町議会会議規則第６１条第２項の規定により、下記のとおり質問したいので通告します。 

 

１．「こども基本条例」制定

の目的と理念は 

 

 

 

 

 

 

 

２．町制 70周年記念事業に

どう取り組むか 

 

 

 

３．新経済振興課とまち 

づくり観光局の役割分担

をどうするか 

 

 

 

 

（１）なぜ条例制定が必要なのか。 

（２）こどもの権利をどう規定するか。 

（３）こども・保護者・町の役割は。 

（４）「こどもの最善の利益」の判断は。 

（５）こどもの意見を聴く機会をどう設けるか。 

 ①小学校統合に関して。 

 ②総合型地域スポーツクラブに関して。 

 ③部活動の地域移行に関して。 

 

（１）どんな事業を計画しているか。 

（２）予算はいくら見込んでいるか。 

（３）つけ麵誕生 70 周年・町出身のラーメン職人 

たちの偉業を学ぶイベントを、どう考えるか。 

 

（１）観光局との支出・負担のルールは。 

（２）派遣職員など職員体制は。 

（３）観光局事務局長公募は町の考えか。 

 

 

 

 

町長 

教育長 

こども未来課長  

 

 

 

 

 

 

町長 

総務課長 

未来創造課長 

 

 

町長 

産業振興課長 

 

 

 

 


